
安定取引関係確立事業活動の概要

安定取引関係

確立事業活動

（2026年２月３日認定）

事業者：松村食販株式会社

計画概要

目 標

地元農業法人に加え、他の産地の農業法人と直接取引を行い、原料玄米の安定調達を図るとと
もに、小ロットにも対応した精米ラインを整備し、全量自社精米とする。これらにより多様な
価格帯と荷口に応じた生産を可能とすることで、実需者のニーズを踏まえた精米の安定供給体
制を構築し、収益の拡大を図る。

精米取扱量を現在の107,730㎏（令和７年度）から
令和13年4月末までに270,000㎏まで増加させる。

計画のイメージ

食料システムへの寄与

生産者と安定的な取引を行うとともに、消費動向
等をフィードバックすることで、生産者の所得向
上と経営の安定化に繋げる。
また、精米の安定供給及び自社精米によるコスト
の削減により消費者の利益増進に寄与する。

事業者

自社精米ライン新設

複数産地から仕入れ

実需者への安定供給

地元農業法人

他産地の農業法人との直接取引
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